
 

平成２６年２月臨時議会付議案 
 

議案第 １号 平成２５年度鳥取県一般会計補正予算 

 

国の経済対策に伴う事業等の追加及び経済対策を行うための補正予算である。 

 
     （概 要） 

①歳入歳出予算の補正 
【予 算 額】 補 正 前 の 額 ３５２，９４９，７１６千円 

               補 正 額  １３，１０２，６２０千円 
               補 正 後 の 額 ３６６，０５２，３３６千円 
 

【補正額の財源内訳】 分担金及び負担金     １３１，１２８千円 
           国 庫 支 出 金   ９，１０３，６４４千円 
           繰 入 金     １０２，３３６千円 
           繰 越 金   １，２１３，５１２千円 
           県 債   ２，５５２，０００千円 
 

②債務負担行為の補正 
  追加  10 件   変更  ３件 

 

議案第 ２号 鳥取県基金条例の一部改正について（財政課） 

 

①農用地の利用の効率化及び高度化を推進する農地中間管理事業が始まることに伴い、当該事業を円

滑に実施し、農業の生産性の向上に資するため、鳥取県農業構造改革支援基金を設置する。 

名   称 設 置 目 的 

鳥取県農業構造改革支援基金 農業経営の規模拡大、農用地の集団化、新たな農業への参入

者等による農用地の利用の効率化及び高度化を図り、もって

農業の生産性の向上に資すること。 

 

②鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金の設置目的に、失業者の能力開発の支援及び就業中の者の処

遇の改善の支援を加える。 

③鳥取県自殺対策緊急強化基金の名称を鳥取県自死対策緊急強化基金に改める。 

 

[公布施行] 

 

議案第 ３号 鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について（立地戦略課） 

 
県内における企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって県内経済の活性化に資するため、

企業立地事業に対する助成を拡充するものである。 
（概 要） 

提供する製品・サービスが高い市場占有率を獲得すると見込まれる新たな事業（要綱で定める県内

企業が行うものに限る。）に対する企業立地事業補助金の額については、投下固定資産額に 100 分の

10 及び初年度賃借料に 100 分の 50を乗じて得た額の合計額（限度額 5億円）を加算する。 

 
[公布施行] 

 



報  告  事  項 
 

報告第１号 議会の委任による専決処分の報告について 

 

（１）鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について（平成２５年１２月２５日専決） 

                                         （人権教育課） 

 

     相 手 方：借受者 １名 

     訴えの内 容：鳥取県進学奨励資金の借受者に対し、当該貸付金の返還及び訴訟費用の負担を求め

るとともに、仮執行の宣言を求める。 

 

（２）鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る和解について（平成２６年１月９日専決） 

                                         （人権教育課） 

 

     和解の相手方：北栄町 個人 連帯保証人 １名 

     和解の要旨：和解の相手方は、連帯して未返還金及び督促申立費用等 209,750 円について、平成

26年１月から平成27年７月まで毎月7,000円ずつ（平成26年８月にあっては57,000

円）、平成 27年８月 31日までに 26,750 円を県に支払うこと。 

 

（３）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２６年１月２１日専決）（交流推進課） 

 

    和解の相手方：倉吉市 個人 

和解の要旨：県は、損害賠償金 14,018 円（県過失 10 割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概要：平成 25年 11 月 24 日、文化観光局交流推進課の職員が、公務のため駐車場内に駐車中

の小型乗用自動車の後部座席から降車しようとドアを開けたところ、隣に駐車してあ

った和解の相手方所有の小型乗用自動車に接触し、同車両が破損したものである。 

 

（４）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２６年１月２１日専決）（林政企画課） 

 

    和解の相手方：高知県高知市 企業 

和解の要旨：県は、損害賠償金 31,865 円（県過失 10 割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概要：平成 25 年 12 月４日、東部農林事務所八頭事務所の職員が、公務のため賃貸借契約に

より和解の相手方から借り受けている小型乗用自動車で林業用作業道を走行中、前方

の安全確認が不十分であったため、路面から突き出た石に車体が接触し、同車両が破

損したものである。 

 

（５）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３８条の２第３項に規定する任意入院者の症状等の 

         報告に関する条例の一部改正について（平成２６年１月２３日専決）（障がい福祉課） 

 

     精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、条例中引用している同法の条項の改

正を行うものである。 

 

[平成 26 年４月１日施行] 

 

（６）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２６年１月２８日専決）（空港港湾課） 

 

和解の相手方：鳥取市 個人 

和解の要旨：①県側の過失割合を５割とし、損害賠償金を 41,000 円とする。 

②損害賠償金 41,000 円について、和解の相手方は、県に対する 28,290 円の請求を

放棄するものとし、県は 12,710 円を支払う。 

事故の概要：平成 25 年 6 月 17 日、鳥取空港管理事務所の職員が、公務のため軽乗用自動車を運

転中、駐車場内で後退した際、左後方から後退してきた和解の相手方所有の軽乗用

自動車と接触し、双方の車両が破損したものである。 



 

（７）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２６年１月３０日専決） 

                                      （警察本部監察官室） 

 

    和解の相手方：岡山県美作市 個人 

和解の要旨：県は、損害賠償金 101,002 円（県過失９割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概要：平成 25 年 10 月６日、警察本部警備部外事課の職員が、公務のため小型乗用自動車を

運転中、駐車場内で走行していたところ、右方から直進してきた和解の相手方所有の

軽乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものである。 

 

（８）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２６年１月３０日専決） 

                                      （警察本部監察官室） 

 

    和解の相手方：岩美町 個人 

和解の要旨：県は、損害賠償金 228,232 円（県過失７割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概要：平成 25 年 10 月８日、鳥取警察署の職員が、公務のため普通特種自動車（パトカー）

を運転中、一時停止をした後、交差点へ進入した際、右方道路から進行してきた和解

の相手方所有の軽乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものである。 

 

（９）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成２６年１月３０日専決） 

                                      （警察本部監察官室） 

 

和解の相手方：境港市 個人 

和解の要旨：県は、損害賠償金 175,219 円（県過失 10割）を和解の相手方に支払う。 

事故の概要：平成 25年 10 月 24 日、境港警察署の職員が、公務のため普通特種自動車（パトカー）

を運転中、道路脇で後退した際、後方の安全確認が不十分であったため、後方に駐

車中の和解の相手方所有の小型乗用自動車に衝突し、同車両が破損したものである。 

 

（10）鳥取県地球温暖化対策条例及び鳥取県手数料徴収条例の一部改正について 

                   （平成２６年１月３１日専決）（環境立県推進課、会計指導課） 

 

     エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴い、条例中引用している同法の題名の改正

を行うものである。 

（改正する条例） 

・鳥取県地球温暖化対策条例 

・鳥取県手数料徴収条例 

[平成 26 年４月１日施行] 

 

（11）鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る和解について（平成２６年１月３１日専決） 

                                         （人権教育課） 

 

     和解の相手方：八頭町 個人 利害関係人 １名 

     和解の要旨：和解の相手方は、連帯して未返還金及び督促申立費用等 394,872 円について、平成

26 年２月から全額返還するまで毎月 10,000 円ずつ県に支払うこと。 

 

報告第２号 鳥取県新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について（健康政策課） 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、現行の県行動計画を改正し、法に基づくものと

して策定した鳥取県新型インフルエンザ等対策行動計画について、同法第７条第６項の規定に基づき報

告するものである。 

 



報告第３号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの常勤職員数について（経済産業総室） 

 

    地方独立行政法人法第 54条第２項の規定により、地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの常勤職

員数について報告する。 

 

    平成 26 年１月１日現在 49 人 

 

報告第４号 長期継続契約の締結状況について 

 

    件 数   新規 10 件   

 


